
加入区分 加入対象となる方 加入対象とならない方

国民年金の
第１号被保険者

国民年金の
第２号被保険者

国民年金の
第３号被保険者

国民年金の
任意加入被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、
学生など

厚生年金の被保険者（会社員、公務員）※

厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満
の配偶者
国民年金に任意で加入した方
・60歳以上65歳未満で、国民年金の保険料の納付済期間
　が480月に達していない方
・20歳以上65歳未満の海外居住者で国民年金の保険料の
　納付済期間が480月に達していない方

・農業者年金の被保険者
・国民年金の保険料納付を免除（一部免除含む）されてい
　る方（ただし障害基礎年金を受給されている方等は加入
　できます）
・お勤め先で加入している企業型確定拠出年金の事業主掛
　金が拠出限度額の範囲内での隔月拠出となっていない方
・マッチング拠出（加入者も掛金を任意で拠出）を導入し
　ている企業型拠出年金の加入者で、企業型ＤＣでのマッ
　チング拠出を選択した方

－

－

※65歳以上の厚生年金被保険者で加入期間が120月以上ある方は国民年金の第２号被保険者となりません。

税制優遇が魅力「iDeCo」「NISA」活用法税制優遇が魅力「iDeCo」「NISA」活用法

23

特　集

　
子
供
の
教
育
費
や
住
宅
購
入
費
、
更

に
老
後
の
生
活
費
な
ど
、
人
生
に
は
大

き
な
支
出
が
必
要
な
時
が
必
ず
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
支
出
に
向
け

て
年
月
を
か
け
て
準
備
を
す
る
こ
と
も

可
能
で
す
。

　
そ
の
方
法
と
し
て
元
本
保
証
の
あ
る

「
預
貯
金
」
の
ほ
か
に
、
価
格
変
動
す

る
金
融
商
品
に
資
金
を
投
じ
る
「
投
資

（
株
式
、
債
券
、
投
資
信
託
）
」
が
あ

り
ま
す
。
預
貯
金
に
比
べ
収
益
性
が
高

い
特
徴
が
あ
る
投
資
で
す
が
、
積
極
的

に
な
れ
な
い
方
も
い
ま
す
。
そ
の
理
由

と
し
て
、

・
収
益
が
出
れ
ば
嬉
し
い
が
、
将
来
に

向
け
た
お
金
が
減
る
リ
ス
ク
も
あ
る
。

・
ま
と
ま
っ
た
お
金
を
投
入
し
て
大
き

な
リ
タ
ー
ン
を
得
た
い
の
で
、
預
貯
金

を
し
っ
か
り
貯
め
て
か
ら
に
し
た
い
。

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
確
か
に
、
預
貯
金
に
は
元
本
割
れ
の

リ
ス
ク
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
低

い
金
利
の
た
め
に
『
お
金
を
増
や
す
』

と
い
う
面
で
は
弱
い
と
言
え
ま
す
。
ま

た
イ
ン
フ
レ
に
弱
く
、
モ
ノ
の
値
段
が

上
が
っ
た
場
合
、
預
貯
金
で
は
預
け
入

れ
て
い
る
お
金
の
価
値
が
相
対
的
に
下

が
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
大
き
な
リ
タ
ー
ン
を
得
る
た

め
に
、
ま
と
ま
っ
た
お
金
が
で
き
て
か

ら
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
一
度
に

ま
と
め
て
投
資
し
て
し
ま
う
と
、
購
入

時
の
価
格
次
第
で
大
き
な
収
益
を
得
る

可
能
性
が
あ
る
一
方
、
多
額
の
損
失
を

生
じ
さ
せ
る
リ
ス
ク
（
い
わ
ゆ
る
高
値

つ
か
み
）
も
あ
り
ま
す
。

　
大
き
な
リ
タ
ー
ン
は
無
く
て
も
元
本

割
れ
の
リ
ス
ク
無
く
堅
実
に
資
産
を
置

い
て
お
く
か
、
損
失
の
リ
ス
ク
を
承
知

の
う
え
収
益
性
を
求
め
る
の
か
、
個
人

の
責
任
と
判
断
に
よ
り
ま
す
。

　
今
回
ご
紹
介
す
る
投
資
は
、
２
０
２

４
年
１
月
に
新
し
く
ス
タ
ー
ト
し
た

「
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」
、
２
０
１
７
年
１
月
に

対
象
者
が
拡
大
さ
れ
た「
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃｏ
」

で
す
。
と
も
に
税
制
優
遇
が
魅
力
の
制

度
で
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の

二
つ
の
制
度
は
「
長
期
」
「
積
立
」

「
分
散
」
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
て
、

少
額
か
ら
で
も
投
資
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
特
徴
や
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ

ト
を
十
分
に
理
解
し
た
う
え
で
活
用
す

れ
ば
、
長
期
の
資
産
形
成
を
効
率
的
に

行
う
こ
と
も
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
は
、
自
分
で
決
め
た
掛

金
額
を
積
み
立
て
な
が
ら
、
そ
の
掛
金

を
自
分
で
運
用
し
て
い
く
こ
と
で
、
将

来
に
向
け
た
資
産
形
成
を
進
め
て
い
け

る
私
的
年
金
制
度
で
す
。

　
こ
の
制
度
は
原
則
60
歳
に
な
る
ま
で

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
60
歳

に
な
る
ま
で
コ
ツ
コ
ツ
積
み
立
て
、
そ

し
て
、
60
歳
以
降
に
自
分
が
希
望
す
る

タ
イ
ミ
ン
グ
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
将
来
受
け
取
る
金
額
は
運
用
成

績
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
国
な
ど
が

補
填
す
る
公
的
年
金
と
違
い
、
自
己
責

任
で
運
用
し
ま
す
の
で
、
万
が
一
元
本

割
れ
し
て
も
補
填
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で

注
意
が
必
要
で
す
。

　
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
魅
力
は
税
制
優
遇
が

手
厚
い
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
運
用
益
が

非
課
税
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
掛
金
全

額
が
所
得
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
60
歳
以
降
に
一
時
金
、
年
金
を

受
け
取
る
と
き
に
も
税
金
の
優
遇
が
あ

り
ま
す
。
つ
ま
り
税
制
優
遇
の
メ
リ
ッ

ト
を
大
き
く
受
け
な
が
ら
老
後
資
金
を

準
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
で
す
。

【
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
仕
組
み
】

　
ま
ず
は
、
金
融
機
関
を
選
び
ま
す
。

銀
行
・
証
券
会
社
な
ど
の
金
融
機
関
が

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

次
の
ポ
イ
ン
ト
に
気
を
つ
け
て
比
較
検

討
し
ま
し
ょ
う
。

①
運
用
商
品

　
金
融
機
関
ご
と
に
商
品
ラ
イ
ン
ナ
ッ

　
プ
は
異
な
り
ま
す
。
メ
リ
ッ
ト
を
比

　
較
し
て
。

②
サ
ー
ビ
ス

　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
Ｈ
Ｐ
の
わ
か
り
や

　
す
さ
も
大
切
。
説
明
や
案
内
が
自
分

　
に
合
っ
て
い
る
か
確
認
。

③
手
数
料

　
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
用
に
開
設
し
た
口
座
に

　
か
か
る
毎
月
の
管
理
手
数
料
も
金
融

　
機
関
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

　
利
益
を
上
回
る
手
数
料
に
な
ら
な
い

　
よ
う
注
意
。

金
融
機
関
が
決
ま
れ
ば
、

  

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１ 

掛
金
を
決
め
る

　
掛
金
は
最
低
５
千
円
か
ら
、
１
千
円

円
単
位
で
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

金
額
は
、
年
に
１
回
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
、
家
計
の
状
況
に
応
じ
て

調
整
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
ま
た
、
掛
金
の
限
度
額
は
公
的
年
金

の
加
入
区
分
や
企
業
年
金
の
加
入
等
に

よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
公

式
サ
イ
ト
な
ど
を
参
考
に
、
自
分
の
掛

金
限
度
額
を
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

  

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２ 

運
用
す
る

　
商
品
の
特
徴
や
リ
ス
ク
を
十
分
に
理

解
し
た
う
え
で
、
自
分
で
選
ん
だ
運
用

商
品
（
定
期
預
金
、
保
険
商
品
、
投
資

信
託
等
）
で
掛
金
を
運
用
し
ま
す
。
商

品
の
選
択
は
単
品
で
も
複
数
を
組
み
合

わ
せ
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

  

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３ 

年
金
資
産
の
受
取

　
受
取
額
は
、
拠
出
し
た
掛
金
の
合
計

額
や
運
用
成
績
に
よ
っ
て
、
一
人
一
人

異
な
り
ま
す
。
受
取
方
法
は
３
つ

①
定
期
的
に
受
け
取
る
（
年
金
）

②
一
括
で
受
け
取
る
（
一
時
金
）

③
①
と
②
を
組
み
合
わ
せ
て
受
け
取
る

　
な
お
、
60
歳
か
ら
年
金
資
産
を
受
け

取
る
に
は
、
60
歳
に
な
る
ま
で
に
ｉ
Ｄ

ｅ
Ｃ
ｏ
に
加
入
し
て
い
た
期
間
等
が
10

年
以
上
必
要
で
す
。
10
年
に
満
た
な
い

場
合
は
、
受
給
開
始
が
可
能
と
な
る
年

齢
が
繰
り
下
げ
ら
れ
ま
す
。

参考資料・出典：金融庁「NISA早わかりガイドブック」「考えてみませんか！？ＮＩＳＡで資産形成」
税務署「令和６年１月から開始！新ＮＩＳＡのあらまし」
厚生労働省「自分で育てる、自分の年金 ｉＤｅＣｏ」

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
ポ
イ
ン
ト
・
注
意
点

【
ポ
イ
ン
ト
】

●
掛
金
が
全
額
所
得
控
除

　

65
歳
未
満
ま
で
拠
出
で
き
所
得
控

　
除
を
受
け
る
期
間
が
よ
り
長
く
！

●
運
用
益
も
非
課
税
で
再
投
資

　

再
投
資
可
能
期
間
が
長
く
な
り
複

　
利
効
果
が
ア
ッ
プ
！

●
受
け
取
る
と
き
も
大
き
な
控
除

　
受
取
開
始
時
期
の
選
択
肢
が
拡
大
、

　
75
歳
ま
で
に
！

【
注
意
点
】

●
60
歳
ま
で
資
産
が
受
け
取
れ
な
い

　

途
中
で
解
約
し
て
引
き
出
す
こ
と

　
は
原
則
で
き
ま
せ
ん
。

●
受
け
取
り
に
加
入
要
件
が
あ
る

　
例
え
ば
55
歳
か
ら
加
入
し
た
場
合
、

　

通
算
加
入
者
期
間
の
要
件
を
満
た

　

さ
な
い
た
め
、
受
給
開
始
が
63
歳

　
に
な
り
ま
す
。

●
手
数
料
が
か
か
る

　

手
数
料
は
資
産
か
ら
控
除
、
コ
ス

　

ト
以
上
の
運
用
成
績
を
残
さ
な
い

　
と
、
結
果
マ
イ
ナ
ス
に
。

●
１
つ
の
金
融
機
関
し
か
選
べ
な
い

　

１
金
融
機
関
か
つ
１
口
座
で
す
。

　
　

～人生100年時代の資産形成～
　人生100年時代といわれるようになり、老後の資金づくりに不安を抱えている方も多いはず。資産形成の手段として様々な商品
が出ていますが、その中でも最近「ＮＩＳＡ（ニーサ）」「ｉＤｅＣｏ（イデコ）」と言った言葉を聞くことが多くなりました。　　　　　　　
　今月は2024年に生まれ変わった小額投資非課税制度ＮＩＳＡと、個人型確定拠出年金ｉＤｅＣｏ、両制度の基本について特集します。
　　　　　　　　　なお、この内容は金融経済知識の普及を目的としたものであり、、特定の商品の売買の勧誘を目的としたものではありません。金融商品を購入す
る際は、商品の特性や取引の仕組み、リスクや手数料等の費用などを十分にご理解いただいた上、必ずご自身の判断と責任で実行してください。
　この資料に掲載された情報を利用することで生じるいかなる損害（直接的、間接的を問わず）についても、当所が責任を負うものではありません。
　

～人生100年時代の資産形成～

ｉ
Ｄｅ
Ｃｏ（
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
）

と
は
？

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
を
は
じ
め
る
に
は

ｉＤｅＣｏの加入資格

75歳までの間で自身で選択

１月以上２年未満
→ 65歳

２年以上４年未満
→ 64歳

４年以上６年未満
→ 63歳

６年以上８年未満
→ 62歳

８年以上10年未満
→ 61歳

通
算
加
入
者
等
期
間
に
応
じ
た

受
給
開
始
可
能
年
齢

10年以上　　　　 
→ 60歳


